
４　一般行政職の級別職員数等の状況
（１）一般行政職の級別職員数の状況（２４年４月１日現在）

（単位：人、%）

（注）１　壬生町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
　　　２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

（２）昇給への勤務成績の反映状況（一般行政職）
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　平成２４年１月の昇給については勤務成績証明書により、評価を実施し、その評価結果
に基づき、昇給号給数を決定。
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